
船舶事故等調査報告書 

平成２２年９月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０長第２６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年３月７日（日） ０７時１２分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市青島漁港 津崎
つざき

鼻
はな

灯台から真方位０４５°２,２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°２４.７′ 東経１２９°４１.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客フェリー フェリーたかしま２、１６２トン 

   １３６８８１、鷹島汽船有限会社 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

Ｂ 漁船 福良
ふくよし

丸、４.５トン 

   不詳、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 船尾ブルワークが破損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか２人が乗組み、乗客３人を乗せ、船首約１.７ｍ、船尾

約２.８ｍの喫水で、青島漁港の桟橋に着桟するため航行中、突風により船

尾が圧流され、平成２２年３月７日０７時１２分ごろ、無人で桟橋に左舷

着けで係留されていたＢ船の右舷船尾とＡ船の右舷船尾とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約８～９m/s 

海象：波高 約１０～２０cm 

 その他の事項  事故当時、強風波浪注意報が発令されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、青島漁港において着桟作業中、突風の影

響を受けて圧流されたものと考えられる。  

 Ｂ船は、桟橋に無人で係留していたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が、青島漁港において着桟作業中、突風の影響を受けて

圧流されたため、係留中のＢ船と衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

 




